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◎ 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 （ 平 成 四 年 法 律 第 七 十 五 号 ） （ 抄 ）  

 
（ 定 義 等 ）   

第 四 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）   

３  こ の 法 律 に お い て 「 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 」 と は 、 そ の 個 体 が 本 邦 に 生 息 し 又 は 生 育 す る 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 で あ っ て 、 政 令 で

定 め る も の を い う 。   

４ ～ ６  （ 略 ）  

 

（ 希 少 野 生 動 植 物 種 保 存 基 本 方 針 ）   

第 六 条  環 境 大 臣 は 、 中 央 環 境 審 議 会 の 意 見 を 聴 い て 希 少 野 生 動 植 物 種 の 保 存 の た め の 基 本 方 針 の 案 を 作 成 し 、 こ れ に つ い て 閣 議 の 決 定 を 求 め る も

の と す る 。   

２  前 項 の 基 本 方 針 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 希 少 野 生 動 植 物 種 保 存 基 本 方 針 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。   

一 ・ 二  （ 略 ）   

三  希 少 野 生 動 植 物 種 の 個 体 （ 卵 及 び 種 子 で あ っ て 政 令 で 定 め る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び そ の 器 官 （ 譲 渡 し 等 に 係 る 規 制 等 の こ の 法 律 に 基

づ く 種 の 保 存 の た め の 措 置 を 講 ず る 必 要 が あ り 、 か つ 、 種 を 容 易 に 識 別 す る こ と が で き る も の で あ っ て 、 政 令 で 定 め る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。

） 並 び に こ れ ら の 加 工 品 （ 種 を 容 易 に 識 別 す る こ と が で き る も の で あ っ て 政 令 で 定 め る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 取 扱 い に 関 す る 基 本 的 な 事

項   

四 ～ 六  （ 略 ）  

３ ～ ５  （ 略 ）  

 

（ 輸 出 入 の 禁 止 ）   

第 十 五 条  特 定 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 以 外 の 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 の 個 体 等 は 、 輸 出 し 、 又 は 輸 入 し て は な ら な い 。 た だ し 、 そ の 輸 出 又 は 輸 入 が 、

国 際 的 に 協 力 し て 学 術 研 究 を す る 目 的 で す る も の そ の 他 の 特 に 必 要 な も の で あ る こ と 、 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 の 本 邦 に お け る 保 存 に 支 障 を 及 ぼ さ

な い も の で あ る こ と そ の 他 の 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。   

２  （ 略 ）  

 

（ 経 過 措 置 ）  

第 五 十 六 条  こ の 法 律 の 規 定 に 基 づ き 命 令 を 制 定 し 、 又 は 改 廃 す る 場 合 に お い て は 、 そ の 命 令 で 、 そ の 制 定 又 は 改 廃 に 伴 い 合 理 的 に 必 要 と 判 断 さ れ
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る 範 囲 内 に お い て 、 所 要 の 経 過 措 置 （ 罰 則 に 関 す る 経 過 措 置 を 含 む 。 ） を 定 め る こ と が で き る 。  

 

 

◎ 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 五 年 政 令 第 十 七 号 ） （ 抄 ）  

 

 （ 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 等 ）   

第 一 条  絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 三 項 の 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 は 、 別 表 第 一 に 掲 げ

る 種 （ 亜 種 又 は 変 種 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。   

２ ・ ３  （ 略 ）  

 

 （ 希 少 野 生 動 植 物 種 の 卵 及 び 種 子 ）   

第 二 条  法 第 六 条 第 二 項 第 三 号 の 政 令 で 定 め る 卵 及 び 種 子 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  緊 急 指 定 種 の う ち 環 境 大 臣 が 指 定 す る も の の 卵 及 び 種 子  

二  次 に 掲 げ る 規 定 に 掲 げ る 種 の 卵  

イ  別 表 第 一 の 表 一  

ロ  別 表 第 一 の 表 二 の 第 一 の 二 か ら 四 ま で 並 び に 六 の イ の
（
３
）

の １ の 項 、
（
４
）

の １ の 項 、 ３ の 項 及 び ４ の 項 、
（
６
）

並 び に
（
８
）

並 び に ハ  

ハ  別 表 第 二 の 表 一  

ニ  別 表 第 二 の 表 二 の 第 一 の 二  

三  別 表 第 一 の 表 二 の 第 二 の
（
５
）

の １ の 項 、
（
８
）

の １ の 項 、
（

10
）

、
（

12
）

、
（

17
）

、
（

21
）

、
（

22
）

、
（

30
）

、
（

34
）

及 び
（

35
）

に 掲 げ る 種 の 種 子  

 

 （ 個 体 等 の 輸 出 入 の 要 件 ）  

第 三 条  （ 略 ）  

２  法 第 十 五 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 要 件 は 、 輸 入 に つ い て は 、 輸 入 し よ う と す る 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 の 個 体 等 が 、 別 表 第 一 の 表 一 に 掲 げ る 種 の

個 体 等 で あ り 、 か つ 、 学 術 研 究 若 し く は 繁 殖 の 目 的 で そ の 個 体 等 を 輸 出 す る こ と を 許 可 し た 旨 の そ の 輸 出 国 の 政 府 機 関 の 発 行 す る 証 明 書 （ 輸 出 国

が そ の 個 体 等 の 輸 出 を 許 可 に 係 ら し め て い な い 場 合 に あ っ て は 、 輸 出 国 内 に お い て 適 法 に 捕 獲 し 、 採 取 し 、 若 し く は 繁 殖 さ せ た 個 体 又 は そ の 個 体

か ら 生 じ た 器 官 等 （ そ の 個 体 の 一 部 で あ っ た 器 官 又 は そ の 個 体 若 し く は そ の 個 体 の 一 部 で あ っ た 器 官 を 材 料 と し て 製 造 さ れ た 加 工 品 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） で あ る 旨 の そ の 輸 出 国 の 政 府 機 関 の 発 行 す る 証 明 書 ） が 添 付 さ れ て い る こ と 又 は 同 表 の 表 二 に 掲 げ る 種 の 個 体 等 で あ る こ と と す る 。  

３  （ 略 ）  
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別表第一 国内希少野生動植物種（第一条、第二条、第三条関係） 

表一 

項 種              名 

第一 動物界 

一 鳥綱 

（略） 

ホ たか目 

（１） たか科 

１ Accipiter gentilis fujiyamae（オオタカ） 

（略） 

表二 

項 種              名 

第一 動物界 

（略） 

二 鳥綱 

イ ふくろう目 

（１） ふくろう科 

１ Bubo bubo borissowi（ワシミミズク） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


